
 

申 請 者 

市町村へ届出 

受 理 

供用開始 

市町村へ届出 

受 理 

県 

届出不要 

路外駐車場の設置に関する事務【フロー図】 

路外駐車場の設置に関する事務（駐車場法第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 18 条、第 19 条） 

該当なし 

該当  ・届出駐車場の該当要件のチェック 

法第 12 条、法第 14 条 

・技術的基準の審査及び現地調査 

  駐車場法 

  バリアフリー新法 

  沖縄県福祉のまちづくり条例 

・工事着手 

・工事完成 

・供用開始後、10 日以内に管理規程の届出 

法第 13 条 

・県へ通知 

必要に応じ、 

立入検査等 法第 18 条 

是正命令等 法第 19 条 


